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平成26年度 第４回高石市子ども・子育て会議・会議概要  

 

■日 時：平成26年8月28日（月）午前9時～11時 

■場 所：高石市役所本館２階 会議室  

■出席者  

[委 員] 畠中会長、中西副会長、清水委員、倉本委員、水野委員、初田委員、奥野 

委員、礒部委員、山崎委員、園田委員、隈元委員、能宗委員、中谷委員、 

倉田委員、東野委員              以上15名中15名出席  

  

[事務局]市長部局  宮下保健福祉部長、中島次長、神志那子育て支援課課長、 

小林課長代理、木下主幹、林主幹、辻本係長  

教育委員会 浅井教育部長、細越理事、佐藤教育部次長兼教育総務課長 

山本教育総務課課長代理、杉本生涯学習課課長、射手谷参事 

㈱ぎょうせい 河野・野村 

 

■配布資料 

資料１ 子ども・子育て支援新制度に係る見込み量について 

資料２ 教育・保育の確保方策について 

資料３ ３条例の市の考え方について 

資料４ 利用者負担について 

資料５ ニーズ調査における自由意見について 

 

■会議次第  

１．開会  

２．会長の挨拶  

３．案件  

(１) 子ども・子育て支援新制度に係る見込み量について 

(２) 教育・保育の確保方策について 

(３) ３条例の市の考え方について 

(４) 利用者負担について 

(５) ニーズ調査における自由意見について 

(６) その他 
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■会議概要 

１．開会 

 事務局より開会挨拶、資料の確認。 

 

２．会長挨拶 

 初めに会議の傍聴について、お諮りをいたします。高石市子ども・子育て会議の傍聴要

項第２条では、会議は原則公開とする。ただし、会議の議長が会議に諮り、公開しないと

決定したときはこの限りではないとございますが、原則公開ということですので、公開し

て傍聴希望者に入っていただいてよろしいでしょうか。 

 異議なしということで、本日の会議は、公開することに決定いたします。 

  

３．会議の公開に伴う傍聴者入室の承認 

 

４．案件 

 (1)  高石市子ども・子育て支援事業計画、子ども・子育て支援新制度に係る見込み量 

について              ・・・・資料1に基づき、事務局説明(略) 

畠中会長：量の見込み量ということですけど、大きな流れとしては、人口推計。例えば、

コーホート変化率法といったもので、高石市の人口がどのように推移していく

かということを推計されているということですね。あと、認定区分というのが、

それぞれ１号認定、２号認定、３号認定ということでありますけども、具体的

には、２ページにありますように１号認定は３歳児から５歳児という年齢で、

学校教育のみ利用、保育の必要性はない。こういう方々が１号認定というふう

に定義されています。さらに、保育の必要性がある３歳児から５歳児、これが

２号認定。さらに、アポイントの必要性があって０歳児から２歳児、これが３

号認定という形で認定区分がされています。それを、それぞれ、どういう家庭

類型、ひとり親家庭であるとか。フルタイムで共働きであるとか。フルタイム

とパートタイム等の共働きであるとか。パートタイム等の共働きであるとか。

こういった父母のありなし及び家庭類型。それと、就労状況の見直しの中で、

タイプを分けなさいということで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆという、細分化が

されています。その組み合わせによって、２号認定、３号認定、あるいは１号

認定という区分がされています。ちょっとややこしいようなんですけども、そ

ういうことが大体説明されています。さらに、６番目に、実際に、見込み量を

推計していくときに、どういうふうにデータが読み取っていくかという見取り

図が、６ページ、７ページですね。どういうふうにしてタイプ分けをしていっ

たかという根拠が示されています。 

     ８ページで、実際の見込み量の算出方法ということで、まず、募集となる推計
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児童数（計画期間における将来人口の推計）。さらに、潜在的な家庭類型から

対象となる類型の割合を掛け算をするんですね。どのくらい推計件数が比率を

掛け合わせる。さらに、ニーズ調査で把握した対象施設・事業の利用意向とい

うものを、それにさらに掛け合わせていくと。こういったものから見込み量の

推計が行われるというやり方がとられているんですけども、実際の推計結果と

いうのは、それぞれ書かれておりますけども、先ほどお話がありましたように、

１号認定に関しては、人口がどんどん減っていく中で幼稚園の利用者というの

は、多分、少し下がっていくという推計があります。ただし、２号認定や３号

認定に関しては、若干、右肩上がりですので、ふえていくのではないかなとい

う、大まかなものではこのデータから読み取れるようになります。算出方法の

基準は、それぞれのカテゴリーごとに、今度はちゃんと示されております。し

たがって、きちんとしたロジックのもとにつくり上げられているということで

すので、計算違いとか。そういうものがあるかどうか、ちょっと今、確かめよ

うがありませんけども。多分、ないということは言い切れないと思いますけど

も。そういう中で、推計が行われているということです。大きくは人口動態と

いいますか。やっぱり少子化というものによって、人口がどんどん下がってい

く。そのことの影響が、見込み量にもかなり大きく影響してるということが読

み取れるようになります。今、御説明いただいた内容で、皆さんの御質問、御

意見をいただければと思います。 

清水委員：見せていただいた数字を見ますと。例えば、１４ページの幼稚園・認定子ども

園の実績とニーズ量というのを見ますと。実績としては、８００人、７００人

ぐらいは受け入れていますよと。見込み量としては、平成２７年度は、６７４

人と１２５人だけ。大体、８００人ぐらい。大体、何とかなりそうだなという

話だと思います。２番の保育所・認定こども園のほうも、同じような計算をし

たら、１，０００人ぐらい受け入れられてて、平成２７年度は、５７５人と５

０２人で、１，０００人ちょっとぐらいで何とかなりそうだなと。その次の放

課後児童健全育成事業が受け入れる場所をつくらないといけないということだ

と思うんです。特に高学年ですか。そんなふうに読み取ったんですけれども、

そのあたりの考えでよろしいでしょうか。 

事 務 局：はい、間違いないです。高学年の分が現在ありますので、その数がそのまま出

てくると、足りないという計算で間違いないと思います。 

隈元委員：今回のこの資料そのものについては１つのロジックの分で正しい数字だと思い

ます。ただ、前回も言ったと思うんですけど、高石市の人口が平成３１年度で

５万６，０００人に減っていくという、粛々とこういうふうな数字だけで、資

料を出して、これだけでどうするかという計算をするのであるならば、例えば、

高石市では行政指導によって、あるいは、いろんな施策によって、人口そのま
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まずっと横引きにしたときはどうなりますよとか。あるいはほかの市は減るけ

れども、高石市は人がふえていきますよとかという。本来、データというのは、

１つのデータだけで出すんじゃなくて、幅の中でどういうふうになりますかと

見ていくと、非常にわかりやすいデータになるんじゃないかなと思っていて、

１つのもとになるデータというのが、確実に減っていくデータでしか考えてな

いということについてはいかがかなと。本当に、高石市は、僕も高石市に住ん

でるんですけども、このまま行ったら、１５年、２５年たったら、４万人とか、

４万５，０００人ぐらいの市でいいんですかみたいな話になってきますので、

子育て支援という考え方でやっていくのは、これでいいのかもしれないけれど

も、高石市という全体の中で、子どもの数とかを考えていくときに、本当にこ

のデータだけで、いろんなことを考えていくのか。幅を持たせて、その中でど

うですかという議論であれば、もっと議論になっていくと思うんです。 

畠中会長：個人的には、隈元委員と同じような考え方を持ってますけども、行政の立場に

立ちますと、多分、この資料を作成するだけでも厳しい状況じゃないかなと。

それもわかりますし。 

事 務 局：御指摘のとおりかと思います。今後、計画案の中でも、そういったことという

のも考えていかないといけないです。もちろん、少子化ということに対して、

何らかの市の施策としてどうしていくのかということも、テーマにはなってく

るかと思います。今回のデータにつきましては、一旦国のほうにこれを報告を

しないといけません。都道府県としての量の見込みも出しますし、国としての

データ収集に目的もありますので、その中で一定の縛りというか、ルールづけ

がありましたので、それに基づいてこれは出したデータになります。今後、市

の計画であったりとか、市の施策として、少子化の問題をどうしていくか、そ

ういったことも検討してまいりたいと思います。 

隈元委員：国へ出す資料としては、これでいいのかもしれないが、高石市としてどうする

のかというときには、今言ったようなことも考えていただくということをぜひ

ともお願いしたい。 

倉田委員：４ページの高石市の就労時間の基準というのは、どこに当てはまるんですか。 

事 務 局：現在は、９６時間なんですけれども、新制度では４６時間から６４時間の中で

下限設定というふうに決まっておりまして、高石市は、今回、ニーズ調査のデ

ータをもとに６４時間で設定しております。平成２７年度からは６４時間と考

えています。 

畠中会長：放課後児童健全育成事業、１６ページですね。実績に対して、ニーズ量が大分

ふえるようなという中で、キャパが不足するという危惧がありますね。具体的

なアイデアみたいなものをお持ちですか。 

清水委員：特に、高学年に関していろいろ考えていかないとと思うんですけども、高学年
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は、低学年と違って、中学校へのつなぎの部分でもありますので、勉強する空

間ようなところがあってもいいかなという気がします。そこで、今ある施設を

使うのであれば、例えば、小学校の図書室をうまく使っていくとか。余裕教室

といっても、なかなか余裕教室そのものも確保しにくいかもしれませんので、

図書室であれば、公立の図書館あたりが延長線上にありますし、今、図書館に、

私たまたま行っていろいろ作業をしてるんですけれども、割とたくさんの人が

勉強をされてますので、小学校の図書室をうまく使って勉強する雰囲気みたい

なのがあってもいいかなという気がします。いろんなところでその調整をする

といいますか、考えることが必要になってくると思います。 

畠中会長：１つのアイデアとして検討いただければと思います。ありがとうございます。 

案件がまだ大分残っておりますので、特段の御意見がなければ、次の議題に入

りますが、よろしいでしょうか。 

      

 (2) 教育・保育の確保方策について 

・・・・資料2に基づき、事務局説明（略） 

畠中会長：最初のページに国の具体的な子ども・子育て支援新制度の３つの目的というこ

とで、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的提供、保育の量的拡大・確保、

地域の子ども・子育て支援の充実、こういった基本的な考え方に基づいて高石

市の確保方策が４点に絞って、認定こども園の普及促進、新たな認可事業「小

規模保育事業」の展開、病児・病後児保育の整備、放課後児童クラブの整備・

拡充、こういった考え方がありまして、これについて個別に、さらに、議論が

ついておりますけども、認定こども園の普及促進につきましては、市の具体的

な園名が出てますけども、浜寺幼稚園・せいこう幼稚園が平成２７年度から幼

保連携型認定こども園に移行予定であるということですね。市内の保育園の５

カ所ですけども、東羽衣保育園・加茂保育園・取石南保育園・高石保育園・南

海愛児園、これが、今、移行を検討をしてるということですね。さらに、２つ

目の柱である小規模保育事業。これに対しては、待機児童の大部分を占める０

歳から２歳、この待機児童の解消のために整備していきたいということのよう

です。ただ、その議論というのは、あとで御意見が出るかもしれませんが、要

するに、裾野を広げて待機児童をゼロにしていくという考え方は、間違えでは

ありませんよね。その中で、いかに人をちゃんとしていくかという議論もあわ

せて議論をしていくと、不幸な事故とか、そういったものが起こりかねない可

能性もありますので。３つ目の柱である病児・病後児保育の整備。これもいろ

いろ病児対応型とか、病後児対応型とか、いろいろありますけども、国の調査

結果、論点、かなり否定的な議論がたくさんありますけども、稼働率が低いと

か、ネガティブな結果がありますけども、こういったものを実施・実行するた
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めには、どういう工夫が必要だとか、前向きな議論もあってもいいのかな。も

ちろん、こういった客観的な議論として、難しいという議論はよくわかるんで

すけどね。もし、可能性としてできるんであれば、どういう工夫のもとでそれ

は可能なのかとか、そういう議論のつくり方もいいのかなと感想を思いました。 

     放課後児童クラブについては、高学年に引き上げることについても検討してい

くということですけども、高学年のニーズはどうなのか。そういったものを含

めて、こういった市の方針、国の方針はもう変えようがありませんけども、市

がこういったスタンスで、これから５年間、平成２７年度以降減っていくこと

について、議論点・御意見等、積極にお願いしたいと思います。 

清水委員：会長のほうから、質の話がありましたけれども、質を確保するのは、今回の次

の案件の条例の立て方の部分に絡むと思うんですけれども、その条例の中で、

特に、ここは注意しないとと思うのは、小規模保育事業ですね。恐らく、この

小規模保育事業が、まず数ということを考えるのは、非常に便利な事業だと思

うんですが、この小規模保育事業の段階でうまく持っていかないと、質になか

なかつながらない。それは、例えば後ろから３枚目の小規模保育事業における

連携施設確保の考え方。小規模保育事業が連携施設に対するバイパスになって

しまうと思われると思いますので、そこで、じゃあ、どうしたら連携になるの

か。単に、家を出たらここへ行けますよじゃなくて、教育課程とか、保育家庭

の連続性を考えれるようなこと。それが将来的に求められるかなと思います。

そこまで次の案件である条例に入れられるかどうか、ちょっとわかりませんけ

れども、質を高める方向の仕組みといいますか。そんなのがどこかに出てくる

と、それが先ほど論点をおっしゃったような、これから市をどう持っていくか。

そこにつながるかなと思うんですけれど。 

礒部委員：２点あるんですが、病児・病後児保育の整備であったりとか、放課後児童クラ

ブの整備・拡充のことであっても、子どもたちというのが集いますので、安全

面というのは、きちっと整備しておかないと安心できないんじゃないかなと思

うんです。それで、学校もそうなんですけども、とりあえず、けがした場合が

想定しなければならないと思うんですけども、どのような形で、搬送しなけれ

ばならないケースも出てきますし、その辺のところはケース・バイ・ケースだ

と思うんですけども、その辺の間をどうしていくのかというのは、きちっと考

えていかなければならないんじゃないかなと思います。そうでないと、連携す

るんですが、それはそれであるんです。結局は、子どもたちを連れていかなけ

ればならないか、そこで対応できるのかという形のとこらへんは、やっぱりき

ちっとしておかないと困るんじゃないか。これは考えていかなければという点。 

     それと、私は、小学校に勤めてますので、放課後児童クラブの整備・拡充、こ

れはもう進めていかなければならないと思うんですが、場所ですね。もちろん、
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高学年までのニーズがあるということですので、その場所をどのあたりで希望

を考えておられるのかというところも含めて、実際、人数がふえるのであれば、

学校の中での教室を活用する。もちろん、それは活用していく方向ですけども、

実際、いろいろ少人数学習であったりとか、そういうのを学校のほうでも使っ

てる部分がありますので、その辺をどう整備していかなあかんのかというとこ

ろが、ちょっとまだいるんじゃないかなと思います。 

事 務 局：場所の確保の問題についてなんですけども、従来 参加の小学校の教室という

ことでお願いしてるんですけども、今回、新制度においては、民間活力の採用

の検討はしております。もし、今後、例えば、学習塾さんであったりとか、保

育所さんであったりとか、そういうところが手を挙げた場合というのは、少し

でも積極的に支援の対象にしていって、整備の拡充というのは考えていきたい

とは考えております。 

畠中会長：それは、放課後児童クラブに関してですか。 

事 務 局：放課後児童クラブです。 

園田委員：小規模のことなんですけれども、待機児童そのものも捉まえ方が市町村によっ

てかなり差が出るんですけども、そんな中で、認定こども園がかなり出てきた

場合に、そういった高石市の状況を見ていったときに、でも、小規模のものを

つくっていかなければ、先ほど言ってたという見込みというものをそういった

小規模保育事業というものが必要になってくるのかと感じました。 

畠中会長：的確な御意見だと思いますけども。要するに、どこに特色があるのかという、

そういう御懸念ですよね。それを市としてどういうふうにということと。後半

は、見込み量というものを推計していく中で、本当に、小規模の議論が本当に

必要なのかどうかという、そういったことですよね。待機児童を減らすという

名目には、一応、対応することにはなりますけどね。本当に、それが、見込み

量との関係でどうなのかという、その辺はまだはっきりしませんよね。 

事 務 局：そうですね。施設の中で、保育所と認定こども園というのは、基本的には、２

号、３号の方をお預かりいただけるというところでは、何ら中身は違うわけで

はございません。強いて違いがあるとすれば、認定こども園というのは直接契

約になりますので、利用徴収が園であったりとか。あと、もし、認定こども園

に移った園が１号の方を若干名でも定員をとっていただいたら、いわゆる保育

要件がなくなったときに、１号要件、教育要件に残ることができますので、直

ちに退園しなくても済むと。利用者からみれば、何らかの利便性が高まるのか

なと。そういう意味では、認定こども園のメリットがあると考えています。 

畠中会長：利用者の方に、きちんとそういう違いが伝えられるかどうかですね。 

事 務 局：小規模保育の部分については、現在も認可外の方というのは、やっぱり利用は

されていますので、そこを市のほうでどれだけ関与していくかというものなの
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で。新たに整備していくと。地域型保育をどんどん設立し、呼び込んでいくと

なってくると、当然、これは、需要量と供給量のバランスという問題が出てき

ます。現在も、認可外を利用されている方というのはいらっしゃいますので、

そこの部分では、極端に需要量と供給量のバランスにまでは及ばないのかなと

いうことを考えています。 

中西委員：まず、今の資料に基づいてなんですが、めくっていただいて、①の認定こども

園で、市内の幼稚園に来年度から、幼保連携型、そういうものがあるというこ

とですね。要するに、今から先ほどの高石市のどういうような関係に持ってい

くかということを想定しながら質を担保して、さらに、９月末には、量の見込

みの考え方とか、地域方策とか、提出しなくてはいけないんですよね。そうな

ると、先ほど、清水委員が１４ページ、１５ページの、特にネックになると思

うんですけど、１号認定、２号認定、３号認定のことですよね。考え方として、

大枠の代数、大体は足りるという考え方でいいんですかということですが、１

号認定、２号認定のところの３歳以上のところについては、基本的には、市と

しては、調整方策として、特に調整しないというような、そういう方針だとい

う理解でいいのかというのが１つ。もう１つは、３号認定、０、１、２のとこ

ろで不足しているから、何らかの手当てをするということで、例えば、２園が

幼保連携型の子ども園になって、そこのところで０、１、２は、ある程度が対

応できるという、そういう調整方策をお考えなのか。さらに、資料の２での小

規模保育事業の展開は、先ほどの説明では、積極的にやるというようなふうに

捉えられたんですが、確かに小規模での対応はやりやすいと思うんですが、さ

っき清水委員も言いましたけれど、本当に、０、１、２がどの程度足りなくて、

ここをちゃんと導入していくんだったら、メリット、デメリットというのが、

本当にどういうのがあるのかというのは、しっかり進めるべきだと思うんです

よね。単に、３歳以上をどうするかとか、そういうだけじゃなくて、タイプの

環境もあると思いますし。それと、０、１、２のところはやっぱり足りないと

いう、何らかの調整が要るということの、そういう想定でやっているのか。 

     もう１つは、放課後児童クラブのところなんですが、単純これも制度上、高学

年も対象になりましたから、本年は、量がふえるというだけじゃなくて、今度

出てきた児童１人当たりの面積を規定どおりにした場合、今はあいてるけど、

先ほど出てた数字が算定し直した場合、本当に、待機児童は出てこないのかと

かね。そういうのも入れた上で、新たな部分を拡充しないと、先ほどから不明

になっている質の担保につながらないと思うので、そのあたりがまだ、提出す

る資料のためではないですけど、もう少し具体的な調整方策のところは手をか

けて、何らかの手当てを打っていこうとするかというのが、もうちょっとやっ

ぱりきちっと詰めないとうまくいかないと思いました。 
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事 務 局：まず、量の見込みのところですが、やはり１号については、一定、今の供給体

制で数字的には足りてるかと。 

中西委員：まだ枠あるんですよね。 

事 務 局：はい。ただ、新規にもし認定こども園になる場合、１号を設けなければ、なか

なか認定こども園のメリットというところもありますので、もし希望される場

合は、若干名でも１号を設定いただいたほうがいいのかなというのは、市とし

ては考えています。あと、３号については、ニーズ量的には、足りてないとい

う数字が平成２７年度では出ているのかなという認識ではおりますので、０、

１、２については、今回、せいこう幼稚園と浜寺幼稚園が新しく認定こども園

化されることによって、０歳の枠というのはふえてきます。それと、今回、保

育の要件が６４時間に下がりますので、その影響がどの程度出るかというのは、

その辺もちょっと見きわめながら、今後、２年後に一定の見直しはありますけ

れども、そこを見きわめながら、今後の整備というのは考えていく必要もある

のかなというふうに、市としては考えています。 

中西委員：新しい基準に当てはめて検討し直した場合、もっと待機が出てくる可能性とい

うのは当然あると思う。 

畠中会長：そのシミュレーションはしていますか。新基準で。要するに需要量を測定する

ときに、既存のものでやった場合はね。新基準でやった場合は、変わりますか

らね。 

事 務 局：今回の１２１というのは、あくまで６４の場合で、なおかつ育児休養制度があ

る程度整っているという前提の１２１です。なので、もう少しふえる可能性は

あるのかなという認識はあります。 

畠中会長：その辺を質問されているのかなと。きちんとやるにこしたことはありませんの

で、大変だと思いますが。 

水野委員：お願いなんですけども、園としては、認定こども園への移行をということで、

今動いてるんですけれども、そのときに、今入っておられる保護者の方が忙し

いということもあるので、書類関係の簡略化をできるだけしていただけたらな

と。都度市に行って手続して、保育園に持ってきてということになってくると、

１日仕事を休んだりとか、２日休んだりとかしないといけないということもあ

ると思いますので、その簡略化をできるだけしていただけたらなということと、 

     小規模のほうなんですけれども、やはり保育園側として、受け入れてるサイド

で、３、４、５歳さんの受け入れということになってくると、定員というのが

決まってますので、小規模がこういうところで開所しますよという情報は入れ

ていただけたら、やはりありがたいかなと。その今後の受け入れ態勢をお願い

できればと思っています。 

 (3) ３条例の市の考え方について 
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・・・・資料3に基づき、事務局説明（略） 

畠中会長：条例の市の考え方ということで、１つは、特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準に対する考え方。これについては、国の基準どお

りで条例化したいというところですね。さらに、２つ目は、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準から厚生労働省の省令ですけども、これも国の基

準どおりでやっぱり条例化。３つ目が、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準。これについても、基本的には、国の基準どおりなんですけど

も、既存の施設である高石市のあおぞら児童会については、当分の間、経過措

置を設けることが適当であると考える。当分の間というのが、具体的にいつま

でかということは明記されてません。当分の間ですね。 

事 務 局：当然、供給体制がふえてくれば、この当分の間というのはなくなるんですが。 

清水委員：例えば、１歳児に対する子どもと保育士の数といいますか。一応、６対１にな

ると思うんですけれども、国の基準そのままでしたら。地域によっては、それ

を４．５対１という形であったり、５対１という形であったり、少し子どもに

しっかりかかわれる体制をつくられているところもあると思うんです。今、こ

こで、国の基準どおりでやりますか。国の基準どおりでやりますと言ってしま

すと、これまで頑張って６対１を少し譲ってもらう形になってきたところが、

ひょっとしたらそれで元に戻ってしまう可能性もあるという。その条例の部分

だと思いますので、現場の先生方の声をちょっと反映させつつ、ただし、余り

むちゃくちゃやる必要がない件かもしれませんし、その辺は、まさに質に当た

る部分ですので。室に当たる部分で、先ほどちょっと小規模保育の話で言わせ

ていただきましたけれども、国の基準よりも厳しくすることで、ほかの業者が

入ってきにくくなるだろうということでしたけれども、それでも、いかに保育

士、あるいは、それに準ずるもの基準のほうをいかにある程度確保しておくの

か。それは、ひょっとしたら、幼稚園の教員免許を持っていることプラス何か

であるとか、全く教育課程とか、そういう考え方がなじめない方では、あと大

変かなと。次の、まさに連携しにくくなるかなと。そんな気がいたします。こ

れは、府とか市が研修をやる形になると思いますので、その研修をより深くや

るという手もありと思いますけども、何らかの形で質を落とさない仕組みの中

にそれを入れていくといいますか、それが必要かな。それは、私が余り言うと

あれなんでしょう・・・先ほど、磯部委員のほうで言っていただいた放課後児

童健全育成事業のほうについても、どういう人が従事するのかとか、そのあた

りも、まさに同じこと、質を確保するための何らかの仕組みの中に組み入れて

いかないと、これでいいんだとなるかなと思います。どうですか。現場の方と

か、保護者の代表の方とかは、どんな感じでしょうか。 

水野委員：園長会のほうで、今、１歳児の件なんですけども、国基準で６対１、現場では
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５対１と。高石市の補助をいただいて、５対１の保育を、現在実施しています。

そのところで、この前、園長会で、高石市に現状の補助金、いただいてしてる

分で、子どもたちにいい環境の保育はできる部分でいうのは、できるだけその

ほうは存続させてほしいという状態のお願いは、現在お願いしています。 

清水委員：この会の中で出ているほうが、次、持っていきやすいという気がします。 

畠中会長：人をよくしていくということは１つの理念ですので、一方では、ない袖 は振

れないという意向の政府もあるかもしれない。そこのバランスをぎりぎりまで

きちんと詰めていくという、そういう作業も必要かなと思います。一旦、レー

ルを引いてしまうと、それが基準になりますので、要求と要望というのは、き

ちんと明確に出してもらわないとわからない。 

倉田委員：特に、家庭的保育というのが、資格がなしでということでしたけれども、新聞

等を呼んでいたら、ベビーシッターの事件とかあったりして、預ける側として

は、やっぱり資格というのは、ある一定の信用になるのではと思うんですけど

も、それを設けてしますと少ないということでしたので、査察とか、制度とし

ては、そういうのもあればと思いました。 

畠中会長：待機児童を減らしたいという思いが強過ぎるので、その辺がハードルは低くな

ってしまうので、ぎりぎりまでやっぱりそこを質と異論とを。丁寧にすり出し

ていくという、そういうことが求められているんじゃないですか。 

中西委員：清水さんの１つ目の特定保育施設云々の高石市としての考え方なんですが、さ

っき条例の説明はあって、１つは、条例の考え方については、項目として１つ

必要だと思うんです。国の基準としても、そこは外さないというのが１つの考

え方というのはわかるんですが、先ほどから意見が出てるように、やっぱり大

きな問題は、本市の待機児童の解消の考え方をどうするかという、ここが必要

だと思うんですね。従来、いろいろ現場が努力してきた経過があるから、そこ

がやっと押さえた上で、その後に条例の考え方というのが来ると思うんですね。

そこに認定こども園を入れていくのか、小規模保育事業の積極的な文言を入れ

るのかという、そのあたりは２つ目として、この子ども・子育て支援事業計画

という、その見込み量のここの方策という柱がもう１つですね。で、条例の考

え方が、でも、あくまで国の基準は、そこは守るけど、その上位には市として

の重みがあるという、そういう考え方になるんじゃないかなと思います。 

隈元委員：まさしくそこのところで、国に出すための資料としては、ある程度仕方がない

部分もあるけれども、高石市がどうするのといったら、６人が、５人が、とい

う話がありますけども、そういうところの、実際のこれ出したの、出せば仕方

がなくて時間もあるんだといいですけれども、この会議でこれでよかったから、

それでおしまいですよというのは絶対してほしくないし、その中で、高石市は

どうするんだということを、ちゃんと理解を事務局の方がしていただきたい。
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この会議でも全部これで了承されたんで、国に出しましたから、これでやりま

すというのだけは、ちょっと十分考えていただきたいことだと思います。 

(4)利用者負担について 

・・・・資料４基づき、事務局説明（略） 

畠中会長：デリケートな問題ですけども、イメージというのは、可能性は高いというふう

に考えていただいていいものですよね。でも、イメージだということですね。 

     あと、３番目についた資料につきましては、母子世帯、在宅障害者のいる世帯

等といった減免措置というものをきちんと取り決まっている。そういった制度

もある決まりになります。園児募集につきましては、今、丁寧な説明がありま

したけれども、保育料に関しては、平成２７年度は現行どおりということで、

平成２８年度以降は応能負担という制度が広まっていくということに。または、

改正になられた方は、それなりの負担になっていくというのが制度ですのでね。

抜本的な議論をすると、またいろんな議論が出ますけども、今、そこまで議論

をすると。 

倉田委員：公立幼稚園の園児募集のお知らせの保育料の書き方なんですけれども、多分、、

平成２８年度以降に、自分はどうなるのかというのは全くわからないので、例

えば、年収に応じて現行よりも高くなる可能性がありますとか。そういう幅を、

幾らから幾らの間で、現在は国から言われてますとか。そういう感じで書いて

いただけたら、多分、１回、年中の年齢から入れたら、年長で退園というのは

したくないと思うので、そのお金のことは、もうちょっと詳しく書いていただ

けたらと思います。 

中西委員：２号、３号の利用負担で、今の高石市の階層区分は、国が出してる８のこの階

層と同じなんですか。イメージと同じですか。自治体によっては、１０階層と

か、１５階層とかついてますよね。 

事 務 局：あくまで国との比較で書きましたので、もう少し確かに階層というのは細かく

なりますので、そこの所得設定を同じ額になるように、また市民税ベースでも

考えていく形になります。 

中西委員：だから、今までなじんでる１５階層を崩すわけじゃないけど、この幅が、大体、

この金額に入っていくようにすると。 

事 務 局：そうです。同じ負担になるような形で、また算定していく形になります。 

 (5) ニーズ調査における自由意見について 

・・・資料５に基づき、事務局説明（略） 

畠中会長：これは、一応、要約版ということですね。何か御意見ございますか。多様な意

見が出されていると思いますけどね。ここのメンバーよりもたくさんの方が答

えておられますので、意見はほぼ入ってるんじゃないかなと思います。 

能宗委員：自由意見の数字はないですけど、２ページ目、絵本や児童劇、人形劇、物づく
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りや体験などを通じて、心豊かにいじめなどのない地域にしてほしい。あと、

４ページになります。子どもと参加できる行事や公民館事業の充実とあるんで

すけれども、結構、中央公民館は、こういうイベント事を定期的にされていま

すよね。絵画教室とか。英語教室とか。中央公民館で初めて知ったんです。こ

ういうイベント事をみんな知らないのかなと。今、ちょっと思ったので、そう

いうイベント事を検討なり、持ち出すなり、みんなに知ってもらうようなこと

が必要なのかなと思いました。 

倉田委員：私も全部の意見に目を通して、すごくショックを受けたというか、やっぱり堺

市に行きたいという意見もたくさんあったし、その中で、この意見がこの後ど

うなるのかみたいな意見もあったと思うんですけども、やっぱり書いて自分の

意見を言ったんだから、市としては、どのようにこの意見を考えていってるか。

検討中であるとか、こういう方向に持っていきたいとか、そういうフィードバ

ックというのはしていただけるんですか。 

事 務 局：自由記述の中のこの意見も参考にしながら、今後、子ども・子育て支援計画に

続くと思うんですけれども、こういった意見も参考にしながら、計画というも

のもつくっていきたいなというふうには考えています。 

倉田委員：この意見がここに反映されたんだなというのは、新制度ができてからわかると

いう感じですか。 

事 務 局：そうですね。計画（案）の形、骨子ができた時点でお示ししたいとは思ってお

ります。 

隈元委員：今回のこのせっかくのアンケートが、子育て支援課だけじゃなくて、ほかの部

局に絡むところがあると思うんです。子育て支援課というだけじゃなくて、ほ

かの部局も含めて、これを本当にどういうふうに捉えていくかというのが、高

石市長がどうやって住みよい町にしていくか。ぜひとも子育て支援課だけでと

どまるんじゃなくて、ほかの部局へもちゃんと流していただいて、それぞれが

どうやっていくのかと。その中で、優先順位をどうやっていくのかといったと

ころも含めて、考えていただく。高石市をどうやったら住みやすい町。子ども

さんたちが生き生きと育っていく町になるのか。そういう概念になった中で、

こういうものを絶対つくっていくんだというふうな、せっかくのデータですか

ら、高石市として、取り組みというのを目に見える形でやっていただけたらい

いかなと思います。 

奥野委員：利用者負担のイメージのところなんですけども、きのう、堺市のほうの説明会

に行かせていただきまして、公定価格のところが２万４，１００円ということ

になったんですけども、こちらが２万５，７００円なんですけども、その場合、

堺市と高石市の両方の子どもたちが来る場合、やはり格差があるんですけども、

この２万５，７００円の設定をどういうふうにしていただいたのか。それから、
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もうこれは決定で、高石市に３園の私学の幼稚園があるんですけども、その３

園には、この２万５，７００円で決定したよというふうなことを伝えていいの

か。公立幼稚園の場合、８，５００円で決定して入園願書を渡されるんですけ

ども、私学の幼稚園の場合、まだ国が決める。そして、国の基準を受けて市町

村が決めるということで、まだ保護者に説明できないところなんですね。もう

これをいただいたので、説明の中には入れさせていただいていいのか。 

事 務 局：まず、堺市のお話がありました。私どもの情報としては聞いております。他市

の状況につきましても、例えば、１号認定を下げる。そのかわり、２号認定を

上げるという形で、予算全体としては、ある程度バランスをとっていくとか。

そういう認定方法もある。そういうふうな傾向を持っているところもあります。

本市の現状の考え方としましては、現状と極力変わらない。御負担が変わらな

いという方法で考えていきたいと考えておりますので、もちろんリースもない。

そしたら、余り極端に下がるケースもないという前提の中で、保育料について

は現行の保育料ベース。さらに、民間幼稚園さんにつきましては、現行の就園

奨励費を加味すると、そんなに差異はないのではないかというふうに考えてお

りますので、現状、今のお示ししたイメージという考え方で、仮にですけど考

えておりますので、そういう形でお示しいただけたらと、あくまでも仮で、か

わる可能性はありますけどもということでお願いしたいと思います。 

奥野委員：決定でいいんですね。 

事 務 局：決定とは言うんですが、先ほども私申し上げましたとおり、あくまでも国のイ

メージということで、今後いろいろ決めていくことに関しましては、議会の御

決議をいただくということも必要となってまいります。今の段階でお示しさせ

ていただいてるのは、国のイメージをもとに、先ほどｺﾞﾊﾞﾝ委員さんの御意見

で、０から２万５，７００円というような枠を示したらどうかという御意見も

いただきましたけれども、一定の枠の中での考え方というところで、お示しを

していただくというところで今のところは考えていますので、具体的に今２万

５，７００円の部分が決定ですかというふうにいただいたんですが、あくまで

も今２万５，７００円で、考え方は、イメージ上での今の段階で御提示させて

いただいてる金額だというのを御理解いただきたいです。 

畠中会長：曖昧な言い方で、決定ではないということですね。 

中西委員：今、他市の例が出たのは大事なんですよ。やっぱり園児の募集の時期ですよね。

だから、他市だったら１号認定の子どもの利用負担は、公立・私立の幼稚園を

問わずにいかないから、料金表を急いでつくって、園児の募集に間に合うよう

にされてるところが結構多いようで、先ほど、どなたか委員の方が、せめて、

例えば、現行の私立幼稚園を考慮するので、今と余り変わりませんよとか。そ

ういう文言を入れておおむねこれぐらいとかというのは、示してさしあげたほ
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うが、園児募集ができないんじゃないかなと思うので、イメージがありながら

も、そういう表記の仕方を工夫されたらどうかなとは思います。 

畠中会長：それでは、以上で、本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。そ

れでは、これで、本日の第４回の会議を終了いたします。どうもありがとうご

ざいました。 


